
古
代
埃
及
人
の
歴
三
論
ミ
記
錐
建
に
就
い
て
　
（
岡
陽
）

第
十
五
怒
第
N
號

六
六

古
代
埃
及
人
の
歴
史
観
マ
」
記
録
マ
』
に
就
い
て

岡
　
島
誠
　
太
　
郎

　
　
　
7
一

　
二
ー
ル
（
乞
蕾
）
河
童
を
車
塵
ε
し
て
、
数
千
年
に
亘
る

文
化
を
育
ん
だ
古
代
埃
及
入
が
、
或
は
石
に
、
或
は
パ
ピ

ル
ス
（
層
毛
旨
霧
）
な
ご
に
、
其
の
馬
脚
の
悌
を
物
語
る
記

録
を
残
し
た
の
で
あ
る
が
、
此
等
の
尋
物
を
見
る
に
、
當

時
過
去
を
顧
み
、
事
實
を
精
査
し
、
後
世
に
傳
ふ
る
目
的

を
以
て
、
殊
更
に
編
ま
れ
淀
も
の
が
從
來
見
當
ら
な
い
。

帥
ち
、
古
代
挨
及
人
が
完
全
に
歴
史
を
著
は
さ
う
ご
し
て

居
な
い
の
で
あ
っ
て
、
ヘ
ロ
ド
ッ
ス
（
団
0
8
q
o
貯
ω
）
を
し

て
濁
り
『
歴
史
の
租
』
た
る
名
聲
を
恣
に
せ
し
め
て
居
る
。

　
王
の
顧
慮
が
あ
る
も
の
、
、
之
を
以
て
直
ち
に
修
史
ご

は
云
ひ
難
い
の
は
勿
論
で
あ
っ
て
、
彼
等
の
紳
聖
な
る
書

こ
し
て
貴
ん
だ
も
の
、
裡
に
、
歴
吏
ご
看
倣
す
べ
き
記
述

が
な
く
、
他
の
多
く
の
遣
物
に
も
、
王
の
治
世
中
の
事
蹟

を
暴
げ
、
そ
の
中
縦
倉
歴
史
的
事
實
が
あ
っ
て
も
、
記
述

は
物
語
風
で
誇
張
的
比
喩
的
で
あ
る
Q
、
此
は
云
ふ
迄
も
な

く
、
彼
等
の
精
淋
を
支
配
し
て
居
た
心
労
上
の
掘
念
よ
り

峯
記
夏
越
茎
切
の
護
は
、
・
毒
轟
が
働

重
宰
す
る
所
で
あ
り
、
古
繰
込
は
れ
る
宗
激
的
文
言
の
解

鐸
の
如
き
は
、
特
殊
の
経
歴
を
履
み
、
知
能
を
備
へ
た
者

に
し
て
始
め
て
得
ら
れ
る
ご
し
た
。
ω

　
故
に
、
歴
吏
記
述
を
巧
む
る
こ
ご
は
常
人
の
到
底
な
し

得
な
い
所
ざ
し
て
敬
遽
さ
れ
、
況
し
て
、
自
ら
の
史
上
を

立
て
る
が
如
き
は
、
ト
ト
を
始
め
帥
々
を
冒
毒
す
る
も
の

ご
し
て
想
像
も
及
ば
な
か
っ
た
機
で
あ
る
。
年
代
記
、
三

王
名
を
録
す
る
が
如
き
こ
ご
す
ら
神
の
手
に
て
行
は
れ
る



ご
考
へ
た
恥
し
い
Q
郎
ち
ヘ
ヲ
ォ
ポ
ソ
ス
（
寓
亀
○
℃
o
箭
）

憩
殿
の
大
三
二
の
壁
書
に
は
、
中
央
に
原
始
の
聖
域
が
あ

り
、
そ
の
前
方
仁
ラ
ム
セ
ス
ニ
世
（
男
9
ヨ
ω
①
ω
H
ご
が
坐

し
、
右
左
に
ト
ト
、
書
庫
の
支
配
者
で
あ
る
セ
シ
ャ
ッ
ト

（
○
っ
艶
尉
舞
）
及
び
、
こ
の
帥
殿
固
有
の
祭
帥
ア
ッ
ム
（
乏
5
ヨ
）

の
三
指
が
立
ち
、
各
自
、
筆
を
ご
つ
て
葉
の
問
に
王
名
を

記
す
の
を
描
寓
さ
れ
て
居
る
。
こ
れ
指
名
を
錐
す
る
こ
ご

さ
へ
も
、
飽
々
の
親
し
く
行
ふ
所
ご
考
へ
た
一
謹
ご
見
ら

れ
る
。
の

　
　
　
（

　
死
者
の
書
第
百
七
十
九
章
鳳
『
墨
田
よ
り
進
み
で
日
中

に
出
現
す
る
』
章
ご
名
づ
け
、
「
、
昨
日
の
我
が
言
、
我
に
輿
へ

ら
れ
む
こ
ご
を
。
」
（
第
二
箇
）
、
「
我
は
昨
日
死
し
た
る
が
今

若
捕
る
」
。
（
第
四
節
）
ご
云
ふ
句
の
『
昨
H
』
は
、
他
の
章
に

も
多
く
あ
る
セ
ク
（
ω
⑦
隔
）
を
以
て
表
は
し
て
居
る
。
鋤
然

る
に
既
の
語
は
バ
ツ
ヂ
（
ゆ
鼠
σ
q
①
）
の
僻
書
に
依
れ
ば
『
三

田
』
で
あ
る
ご
共
に
、
コ
昨
日
』
ε
の
諜
語
が
あ
る
。
ω

魔
で
死
者
の
書
、
第
四
十
二
章
第
十
三
飾
に
は
「
我
は
昨

　
　
　
・
　
古
代
埃
及
人
の
歴
史
画
…
芒
記
線
ε
に
就
い
て
　
（
岡
島
）

日
な
り
○
薮
百
萬
年
を
見
渡
す
者
は
我
が
名
な
り
。
L
愉
の

如
き
が
あ
る
か
ら
、
彼
等
古
代
埃
及
人
に
ご
つ
て
は
、
『
昨

日
』
が
同
時
に
非
常
に
長
い
過
去
を
示
し
て
居
）
、
特
に

『
昨
日
』
ご
云
ふ
今
日
の
前
日
を
指
す
の
で
は
な
く
、
過
ぎ

去
っ
た
日
を
意
聾
し
場
合
に
よ
っ
て
は
同
じ
字
で
『
咋
口
』

で
あ
る
ご
共
に
コ
昨
日
』
を
も
意
味
せ
し
む
る
の
で
は
な

か
ら
う
か
。
叉
同
じ
僻
書
で
は
ネ
フ
プ
（
屠
Φ
9
離
）
は
『
咋

日
』
ご
共
に
『
朋
日
』
の
意
義
を
も
示
し
て
居
る
。
⑥
元
來

こ
の
字
は
『
輝
く
』
（
動
詞
）
、
『
光
』
、
『
輝
き
』
（
名
詞
）
よ
り

断
じ
た
様
で
鱒
『
朋
る
さ
』
の
意
味
で
『
日
』
、
『
書
』
を
も
表

は
し
、
や
が
て
夜
に
先
立
つ
日
、
帥
ち
『
昨
日
』
ご
、
夜
に

綾
く
田
、
帥
ち
『
明
日
』
ご
を
含
む
に
至
つ
π
の
で
は
な
か

ら
う
か
○
以
上
は
僅
か
な
材
料
に
よ
る
異
な
る
思
附
に
過

ぎ
な
い
の
で
、
叱
正
を
仰
ぐ
ご
共
に
今
後
の
研
究
に
保
留

し
た
い
の
で
あ
る
が
、
兎
に
角
、
古
代
埃
及
入
は
永
遠
に

亘
る
渦
…
去
ご
、
永
劫
に
尽
く
未
來
ε
が
眼
中
に
あ
っ
て
、

そ
の
小
部
分
た
る
時
に
著
し
て
明
確
な
る
掘
念
に
敏
け
て

　
　
　
　
　
　
第
十
五
審
　
　
徽
捌
｝
號
　
　
　
　
み
調
理

（67）



，

　
　
　
　
宵
代
埃
及
人
の
歴
吏
槻
ε
記
錐
ビ
に
就
い
て
　
（
岡
島
）

居
淀
機
で
、
從
っ
て
屡
史
記
述
を
等
閑
に
附
し
て
貴
ば
な

か
つ
だ
の
で
あ
る
。
印
度
に
於
て
古
代
夙
に
文
化
大
に
榮

え
た
の
に
も
拘
ら
す
、
歴
史
の
興
ら
な
か
つ
元
の
こ
一
脈

相
更
す
る
黙
が
あ
る
…
標
に
考
へ
ら
れ
る
。

、
（
H
）

（
ゆ
）

（
こ
。
）

へ
幽
）

（
㌧
）

（
O
）

（
刈
）

　
弥
、

歴
史
記
述
ご
云
ふ
べ
き
も
の
が
殆
ん
ざ
見
事
ら
な
か
っ
た

ご
な
し
得
る
が
、
そ
の
記
録
は
形
式
ご
内
容
ざ
に
於
て
常

bづ

ﾇ
赫
3
倉
〉
き
｝
o
異
ズ
Q
o
O
乙
凱
。
「
国
σ
Q
巻
『
〈
o
r
目
’
O
一
旨
お
o

H
8
ρ
吻
O
羅

同
一
，
三
騎
闇
ご
浮
。
ケ
Q
巻
8
躍
葺
凱
掛
。
町
q
矯
冥
凶
ω
9
0
㎝
目
。
げ
。
＝
ご
臼
〉
胃
。
養
白
ご

↓
自
び
ぎ
孫
誹
H
認
押
も
。
「
㊤
。
⑪
Φ
1
刈

bづ

K
澱
ρ
ゆ
o
o
岸
。
門
多
o
U
㊦
p
辞
8
窪
ρ
目
g
幽
。
＝
H
o
。
O
o
っ
．
矯
ワ
ま
。
。
l
O

罰
箋
鷺
、
団
σ
q
遷
賦
ヨ
μ
踏
写
「
o
牲
巻
露
。
ご
一
〇
瓜
9
回
p
蔓
．
ピ
。
乙
。
＝
H
露
O

℃
・
偽
黛

訂
＆
σ
q
P
弱
o
o
岸
。
南
9
0
d
①
鋤
9
日
、
§
並
蝕
9
で
咽
6
乙
（
）
＝
同
コ
っ
O
」
。

㍗
O
郵

舅
乙
湘
ρ
国
σ
Q
）
、
τ
翫
聾
頴
冨
「
o
牲
Σ
）
密
。
ご
一
〇
瓜
§
彗
ざ
い
2
ム
9
一
回
露
O

ワ
い
。
。
H

一一

j
茂
．

　
二

上
述
の
如
く
、
古
代
埃
及
の
記
録
に
於
て
、
從
來

　
　
　
　
　
　
第
十
・
五
巻
　
　
第
一
織
　
　
　
　
編
ハ
八

に
一
定
不
墾
で
あ
り
、
比
較
的
長
き
年
代
に
亘
っ
て
登
展

の
跡
を
辿
る
事
が
出
來
な
い
か
ご
云
ふ
に
必
ず
し
も
さ
う

ご
は
決
め
ら
れ
な
い
。
以
下
主
ご
し
て
ブ
レ
ス
テ
ヅ
ド
の

『
埃
及
古
代
記
録
』
（
ゆ
δ
器
帯
ρ
卜
H
惹
窪
叶
力
。
8
層
号
亀

国
讐
営
く
。
冨
署
●
∩
ぼ
8
鐙
。
お
O
⑦
●
）
に
依
っ
て
記
し
て
見

る
。
從
っ
て
範
團
が
限
ら
れ
其
後
褒
見
さ
れ
た
重
要
な
も

の
を
洩
ら
し
て
居
る
か
も
知
ら
な
い
が
、
此
の
黙
豫
め
諒

せ
ら
れ
た
い
。

　
古
王
國
の
始
め
の
墓
碑
銘
は
軍
に
其
の
墓
の
主
た
る
名

選
出
、
乃
至
電
欝
に
過
ぎ
な
か
つ
だ
が
、
第
三
王
朝
の
末

ス
ネ
フ
ル
（
ω
一
6
マ
ニ
）
の
治
世
に
は
、
貴
族
で
も
そ
の
墓
に

響
記
的
記
述
を
表
す
機
に
な
っ
た
。
メ
テ
ン
（
憲
Φ
昏
Φ
p
）
が

父
よ
り
嗣
い
だ
遣
産
は
穀
物
叉
は
邸
宅
で
は
な
く
、
召
使

ご
小
数
の
家
畜
で
あ
り
、
長
じ
て
穀
倉
の
書
記
長
、
地
方

知
事
、
下
級
軽
輩
官
、
要
塞
司
聴
官
ビ
な
り
、
王
よ
り
多

く
の
賞
録
を
與
へ
ら
れ
た
こ
記
し
て
あ
る
。
鋤

　
第
六
王
朝
に
入
る
乙
、
傳
質
的
記
述
が
詳
細
に
、
且
つ

（6S）



秩
序
立
っ
て
表
さ
れ
て
居
る
の
が
あ
る
Q
ウ
ニ
（
q
コ
坤
）
の

墓
碑
に
は
彼
が
三
王
に
燧
坐
し
て
居
る
の
が
記
し
て
あ
る

帥
ち
始
め
2
プ
ィ
（
目
Φ
氏
）
の
世
に
小
姓
こ
し
て
宮
中
に
あ

が
り
、
次
に
ベ
ビ
ー
世
（
℃
①
鳳
H
）
は
彼
を
ネ
ケ
ン
（
家
。
－

臣
。
ε
の
裁
判
官
に
登
用
し
、
同
時
に
廷
臣
た
る
地
位
ご

ピ
ラ
ミ
ッ
ド
紳
祠
（
℃
旨
9
剛
三
q
日
。
昌
覧
①
）
の
下
級
豫
言
者

こ
し
て
の
牧
入
ご
を
與
へ
、
や
が
て
彼
は
更
に
信
望
を
得

て
宮
中
の
管
理
を
委
ね
ら
れ
、
時
に
は
或
る
王
妃
の
隠
謀

取
調
の
た
め
か
、
王
子
す
ら
出
入
を
許
さ
れ
な
い
内
房
に

陥
む
事
も
許
さ
れ
、
更
に
敵
を
討
伐
せ
ん
が
た
め
に
境
外

に
戦
ひ
、
特
に
シ
ナ
イ
（
ω
葺
9
の
北
に
進
み
べ
1
3
ウ
ィ
ン

（
b
ご
①
自
署
ぎ
）
を
征
す
る
こ
ご
五
回
に
及
ん
で
居
り
、
史
上

最
初
の
ア
ジ
ア
（
諺
ω
ε
蓮
征
の
記
録
ご
さ
れ
て
居
る
。
斯

く
し
て
次
の
王
メ
ぞ
矛
レ
（
国
1
臼
①
厭
誉
O
憎
O
）
の
世
に
は
ピ
ラ
ミ

ッ
ド
建
仁
用
石
材
を
得
ん
が
だ
め
遠
征
し
、
ヌ
ビ
ヤ
（
宕
午

げ
芭
の
酋
長
を
蹄
服
せ
し
め
、
王
を
し
て
親
し
く
こ
の
地

方
に
巡
狩
せ
し
め
て
居
る
事
が
録
さ
れ
て
居
る
。
㈲

　
　
　
　
古
代
埃
及
人
の
歴
奥
魏
定
配
錐
定
に
就
い
て
　
（
醐
島
）

　
ペ
ピ
ニ
世
の
治
世
に
な
る
セ
ブ
ニ
（
ω
e
9
団
）
の
墓
碑
銘

の
如
き
は
彼
の
父
が
ヌ
ピ
ヤ
へ
の
途
上
で
死
に
、
彼
が
そ

の
遣
骸
を
得
て
木
乃
伊
に
せ
ん
ご
百
頭
の
騙
馬
を
連
れ
た

一
隙
を
將
み
て
出
で
、
漸
く
目
的
を
達
し
て
餅
黙
す
る
が

そ
の
間
に
王
に
幾
度
も
使
を
逡
っ
て
指
輪
を
仰
い
で
居
り

後
に
王
に
妻
せ
ら
れ
る
ビ
云
ふ
可
成
り
複
難
な
る
物
語
が

録
さ
れ
て
居
る
。
働

（
Q
O
）
　
翻
玉
器
【
＆
鳩
掛
琴
［
①
喜
ズ
o
o
o
崇
『
o
隔
尉
α
q
着
『
’
、
0
7
H
Ω
昌
。
粛
。

　
　
　
§
2
嵩
。
占
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
恥

（
。
）
H
罠
’
吻
§
二
三
。
7
H
辞
吻
。
。
H
竃
声
（
H
。
）
登
阜
吻
。
。
。
鴛
ト
　
ω

　
　
　
　
三

　
次
に
第
十
王
朝
に
な
る
ご
蜜
己
の
み
な
ら
す
、
家
族
關

係
を
も
表
は
し
た
も
の
が
生
じ
、
特
に
現
在
生
を
渇
け
て

居
る
者
に
呼
び
か
け
た
の
が
あ
っ
て
夫
の
有
名
な
る
テ
ル

モ
ピ
レ
ー
（
日
U
げ
①
藍
田
○
弓
肝
心
①
9
）
の
レ
オ
ニ
ダ
ス
（
目
¢
9
凶
馬
込
）

の
碑
銘
を
想
起
せ
し
む
る
も
の
が
あ
る
。
二
塁
ル
の
流
に

添
ひ
、
シ
ウ
ト
（
ω
一
9
）
現
今
の
ア
シ
ウ
ト
（
｝
。
。
獣
暮
）
の
町

　
　
　
　
　
　
第
十
↓
血
巷
　
　
第
一
醗
　
　
　
　
山
ハ
九



　
　
　
　
古
代
埃
及
人
の
歴
史
灘
定
記
画
定
に
就
い
て
　
（
澗
島
）

を
見
下
し
て
立
つ
崖
の
正
面
高
く
相
並
ん
で
三
里
の
墓
が

あ
る
。
そ
の
一
つ
が
テ
フ
イ
ビ
（
8
㊦
訪
び
一
）
の
で
あ
り
、
他

は
彼
の
二
子
の
で
あ
る
が
、
テ
フ
イ
ビ
の
碑
銘
は
「
お
～
昏

汝
生
け
る
者
よ
、
地
上
に
あ
る
者
よ
、
生
れ
出
つ
る
者
よ

流
を
上
下
す
る
者
よ
。
シ
ウ
ト
の
主
ウ
ブ
フ
エ
ッ
ト
（
9
Y

ノ
く
9
≦
簿
）
を
崇
め
て
こ
、
を
過
ぎ
行
く
者
、
こ
の
墓
に
入

る
者
よ
。
（
中
略
）
王
子
テ
フ
イ
ゼ
の
た
め
に
『
葬
り
』
の
供

物
こ
し
て
所
願
す
べ
し
云
々
」
ご
始
め
て
居
る
。
①
こ
の

形
式
は
第
十
入
王
朝
の
セ
ン
ム
ト
（
ω
o
箋
日
暮
）
の
場
合
に

も
見
ら
れ
る
。
㈹

　
併
し
な
が
ら
、
從
來
ま
だ
、
何
王
の
治
世
何
年
ご
云
ふ

が
如
き
デ
イ
ト
（
壼
蜜
）
を
明
示
し
た
も
の
は
な
か
っ
た
。

尤
も
既
に
第
四
王
朝
に
満
て
ネ
ク
レ
（
窯
。
貯
昌
①
）
の
逡
言
歌

に
、
十
二
ご
数
へ
ら
れ
る
年
ご
あ
る
が
、
こ
れ
は
ト
リ
ノ
・

パ
ピ
ル
ス
交
書
（
日
ゴ
『
ぎ
砂
質
｝
翠
色
で
彼
の
父
、
ヵ
フ
レ

（
潟
｝
類
守
。
）
の
第
二
十
四
年
ご
推
定
さ
れ
て
、
十
二
ご
は
彼

の
年
齢
で
、
埃
及
、
殊
に
古
代
で
は
こ
の
年
齢
で
毒
言
状

　
　
　
　
　
　
第
十
五
巻
　
第
一
鍵
　
　
　
七
〇

を
作
る
の
は
異
常
で
な
い
ご
さ
れ
て
居
る
か
ら
、
こ
れ
は

姑
く
別
に
お
く
事
に
す
る
。
働
庭
が
第
十
王
朝
の
中
葉
、

ニ
ブ
ク
ル
レ
・
メ
ン
ツ
ホ
テ
ツ
プ
ニ
…
世
（
　
Z
ま
片
げ
居
毎
，
？
ン
角
？

垂
ζ
S
ぢ
〔
基
督
前
】
千
百
年
頃
〕
、
ア
ス
フ
ン
（
李

ω
鐙
9
二
）
附
近
の
シ
ヤ
ト
・
エ
ル
・
レ
ガ
ー
ル
（
も
つ
夢
上
長
ズ
？

鷺
こ
の
岩
に
施
さ
れ
π
浄
彫
に
は
二
王
の
「
治
世
第
四
十

一
年
に
王
璽
の
奉
持
者
、
財
政
長
官
、
シ
ト
レ
（
ω
一
け
お
）
生
、

れ
の
ケ
テ
イ
（
内
び
。
ε
華
々
し
く
乗
込
め
り
云
々
○
」
ご
あ

・
・
豊
に
二
で
エ
レ
・
メ
ン
・
ホ
三
四
働
（
影
あ

8
ノ
く
。
串
窓
①
馨
影
9
㊦
℃
H
＜
）
の
御
代
に
於
け
る
ハ
つ
、
マ
ッ

ト
（
譲
9
ゴ
ρ
μ
ρ
ρ
9
一
5
ρ
け
）
の
碑
交
に
は
、
勢
頭
第
一
隻
、
永
遠
に
在

す
ニ
ブ
ト
エ
レ
・
メ
ン
ッ
ホ
テ
ッ
プ
の
治
世
第
二
商
業
｝

季
の
二
月
十
五
日
云
々
。
」
ご
月
日
ま
で
明
示
し
て
居
る
働

こ
れ
は
新
王
朝
に
入
っ
て
柔
々
行
は
れ
、
例
へ
ば
、
ッ
ト

モ
ー
セ
一
世
（
目
毎
け
ヨ
・
ω
①
こ
の
帥
位
式
の
記
録
に
は
「
第

…
年
子
二
季
三
月
二
十
一
日
差
式
日
ご
定
め
」
働
居
り
、

爾
來
こ
の
形
式
が
後
言
永
く
亡
い
た
の
は
云
ふ
ま
で
も
な



9

い
。
以
後
デ
イ
ト
が
記
さ
れ
て
居
た
が
言
損
の
た
め
に
一

部
が
明
か
で
な
い
も
の
、
例
へ
ば
第
十
二
王
朝
の
ネ
ス
モ

ン
ツ
（
裟
Φ
ω
ω
巨
0
9
鐸
）
の
碑
銘
は
「
1
四
年
」
ご
あ
る
が
、

他
の
記
録
よ
り
し
て
之
が
當
然
「
二
十
四
年
」
ビ
推
定
せ
ら

れ
る
が
如
き
で
あ
る
。
⑰
叉
セ
ン
ス
ト
ソ
ス
三
世
（
ω
o
ω
9

ψ
区
。
。
目
H
）
は
ナ
イ
ル
第
二
急
瑞
（
ハ
門
げ
①
ω
①
O
O
昌
島
　
0
9
叶
9
搬
即
O
け
）

セ
ム
ネ
フ
（
ω
①
ヨ
8
び
）
に
於
て
國
境
標
石
を
建
て
だ
。
こ

は
埃
及
國
な
る
國
家
長
念
を
外
國
に
黒
し
て
明
に
表
示
し

た
最
古
の
も
の
こ
し
て
注
意
す
べ
き
で
あ
る
◎
⑱
侮
こ
の

王
朝
の
歴
代
の
勢
力
増
加
ご
共
に
濡
話
な
る
建
築
を
な
し

之
に
記
録
を
留
め
記
載
事
頂
も
選
曲
の
地
域
、
軍
隊
の
撒

捕
虜
、
二
月
品
ま
で
を
も
重
げ
る
様
に
な
っ
た
。

（H

g
）
　
冨
話
器
盆
9
》
”
】
禽
2
同
帥
ズ
8
0
己
①
o
断
団
了
q
導
8
ぐ
。
炉
H
O
駿
。
お
。
お
O
ρ

　
　
　
吻
。
。
詮

（回

?っ

j
　
H
ぴ
軽
く
。
ピ
目
吻
。
7
罵

（
茜
）
　
H
ぼ
伽
・
ぐ
。
劉
H
吻
H
8

（H

?
）
　
H
び
剛
山
●
吻
髭
O

（H

O
）
　
H
匡
鳥
・
吻
燈
O
冨
隔
・
吻
臨
O

（H

@
）
　
H
ぴ
堅
く
巳
H
H
・
吻
O
O

　
　
　
　
古
機
埃
及
人
の
歴
斑
概
ぜ
詑
録
定
に
就
い
て
　
（
澗
島
）

（H

?
）
　
H
び
乙
’
〈
o
一
層
目
一
三
O

（H

盾c

j
　
H
σ
Σ
●
吻
O
錯
愚
器
P
駿
G
。
1
8
0
．

欄

　
　
　
　
四

　
新
王
朝
に
入
る
に
及
ん
で
、
埃
及
固
有
の
地
を
外
廓
民

族
よ
り
奪
還
し
た
る
の
み
で
な
く
、
前
廊
を
境
外
に
油
揚

す
る
に
つ
れ
、
紳
の
冥
護
ご
共
に
偉
業
を
瀞
殿
の
壁
そ
の

他
に
録
す
る
こ
ご
は
盆
、
詳
細
に
亘
り
、
ハ
》
ト
セ
ソ
ブ
ス

ト
（
鵠
舞
跨
Φ
嶺
簿
）
の
ブ
ン
ト
（
℃
§
け
）
遠
征
の
如
き
、
そ
の

地
の
状
態
を
記
し
、
そ
の
地
の
住
民
を
ご
き
、
生
物
ま
で

も
語
っ
て
居
る
の
で
あ
る
。
働
更
に
之
が
秩
序
づ
け
ら
れ

た
の
は
、
十
九
年
間
に
亘
っ
て
前
後
十
七
回
の
遠
征
を
敢

行
し
な
る
ツ
ト
モ
ー
セ
三
世
（
］
U
び
二
け
閂
謬
O
ω
①
　
H
H
同
）
の
業
蹟
を

録
し
た
も
の
で
全
く
立
派
な
る
年
代
記
で
あ
る
。
カ
ル
ナ

ッ
ク
（
囚
ρ
諺
聾
）
の
ア
モ
ン
（
》
ヨ
9
μ
）
大
恥
殿
、
至
聖
所

を
園
む
廻
廊
内
壁
に
長
さ
約
二
十
五
米
、
幅
＋
二
米
に
刻

さ
れ
た
銘
文
は
、
二
百
二
十
行
以
上
に
亘
り
、
埃
及
に
現

存
す
る
最
大
最
重
要
の
碑
銘
で
、
彼
の
軍
事
的
行
動
を
知

　
　
　
　
　
　
第
十
五
谷
　
第
一
號
　
　
　
竜
　

（　rl　l　）



　
　
　
　
古
代
埃
及
人
の
加
階
魏
定
流
錐
定
に
就
い
て
　
（
陶
島
）

る
に
最
も
完
全
な
る
記
録
ご
云
は
れ
る
。
遽
征
毎
に
年
次

が
示
さ
れ
、
全
文
に
あ
る
地
名
は
、
大
部
分
は
現
今
求
め

ら
れ
な
い
が
、
合
計
二
百
四
十
八
個
を
箕
せ
ら
る
。
特
に

有
名
な
る
メ
ギ
ド
（
鎧
①
＆
阜
像
。
　
　
σ
）
の
戦
の
如
き
、
約
五
ヶ
月

の
日
子
が
費
さ
れ
、
且
つ
王
が
如
何
な
る
戦
術
を
以
て
大

勝
を
拝
し
た
る
か
を
、
如
簾
に
知
る
事
が
出
騰
る
の
で
あ

る
。
働

　
併
し
、
こ
れ
は
唯
，
輩
純
な
る
年
代
記
ご
見
る
に
は
、

特
に
第
十
八
王
朝
の
守
護
紳
こ
し
て
歴
代
の
尊
崇
極
め
て

厚
か
っ
た
ア
モ
ン
の
功
蹟
を
讃
美
す
る
こ
ご
が
、
亙
り
に

急
で
あ
り
、
且
つ
そ
の
加
護
を
所
願
す
る
念
に
充
ち
て
居

る
の
は
今
更
云
ふ
ま
で
も
な
い
。
ッ
ト
モ
二
歳
三
世
の
勝

利
の
讃
　
の
如
き
、
ア
モ
ン
を
し
て
「
我
は
汝
（
王
を
指

す
）
の
指
揮
者
な
り
。
故
に
汝
は
諸
國
に
至
れ
り
。
ナ
ハ

ソ
ン
（
宕
9
一
P
勲
厭
一
一
ρ
）
大
流
の
水
を
堂
々
ご
勝
ち
誇
り
て
渡
れ

り
っ
」
㈹
ご
霧
へ
る
の
は
歌
だ
る
性
質
上
別
こ
し
て
も
、
ハ

ウ
’
ト
セ
ツ
ブ
ス
ト
、
働
及
び
ア
メ
ン
ホ
テ
ツ
プ
｝
ご
世
（
㌧
r
－

　
　
　
　
　
　
第
十
五
巷
第
一
號
　
　
七
二

臼
。
博
旨
9
8
目
ご
α
）
の
誕
生
の
記
鎌
の
如
き
、
肖
ら
を
紳

の
子
ε
し
て
そ
の
地
位
を
辮
護
す
る
が
た
め
に
甚
し
い
も

の
が
あ
る
。

　
こ
の
事
實
は
ア
ト
ン
（
》
酢
9
冒
）
信
仰
に
狂
奔
し
た
ア
ク

ン
ア
ト
ン
（
》
写
§
8
巳
に
至
っ
て
、
ア
モ
ン
の
名
を
ア

ト
ン
に
導
き
か
へ
だ
の
は
躍
然
で
、
更
に
王
に
仕
へ
た
寵

臣
の
墓
碑
銘
、
特
に
プ
ル
・
エ
ル
・
ア
マ
ル
ナ
（
目
Φ
に
o
T

》
ヨ
ρ
葺
ρ
）
に
在
る
其
身
は
ア
ト
ン
の
み
で
な
く
、
王
、
時

℃
は
そ
の
家
族
へ
の
讃
歌
、
所
傭
を
も
捧
げ
以
て
赤
誠
忠

勤
の
衷
を
表
は
さ
ん
ご
し
て
居
る
。
メ
リ
レ
（
窯
Φ
昏
Φ
）
、

エ
イ
エ
（
国
団
Φ
）
、
マ
イ
（
寓
鉱
）
、
ア
ー
モ
二
一
（
｝
ぼ
ご
。
ω
①
）

ツ
ッ
（
8
暮
β
）
の
場
合
の
如
き
さ
う
で
あ
る
。
㈹

　
ア
モ
ン
信
仰
が
復
興
し
、
や
が
て
世
は
第
十
九
王
朝
の

支
配
す
る
所
こ
な
っ
た
が
、
ハ
ル
ム
ハ
ブ
（
誕
舞
§
冨
ぴ
）
の

勅
倉
は
注
意
を
ひ
く
。
撃
ち
先
づ
、
王
の
臣
民
保
護
に
熟

心
な
る
を
ご
き
、
¢
の
、
王
に
奉
納
す
る
貢
物
強
奪
、
⑯
兵
士

の
掠
奪
、
㈲
奴
隷
の
不
法
虐
使
、
㈹
牧
国
人
の
悪
事
、
㈹

（72）



裁
割
官
の
濃
職
、
働
を
嚴
罰
に
虚
す
る
事
、
及
び
載
鋼
所

の
開
廷
、
鋤
王
の
謁
見
、
賑
愉
㈹
に
聾
し
て
記
述
さ
れ
、

常
時
ご
し
て
は
可
成
纒
つ
た
も
の
ビ
考
へ
ら
る
。

　
セ
テ
ィ
一
世
（
ω
ω
菖
H
）
は
有
名
な
る
ヵ
ル
ナ
ッ
ク
の
浮

彫
を
作
り
、
そ
の
雄
大
豪
放
が
欝
せ
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は

前
王
朝
に
封
抗
し
て
軍
事
的
榮
響
を
示
さ
ん
ご
し
た
た
め

著
し
い
誇
張
が
敢
て
行
は
れ
、
特
に
逡
征
地
域
の
北
部
の

如
き
甚
だ
疑
は
し
い
ご
さ
れ
、
史
料
ご
し
て
第
十
入
王
朝

の
そ
れ
に
比
し
劣
っ
て
居
る
。
㈹

　
ラ
ム
セ
ス
ニ
世
（
因
き
翫
霧
ε
の
業
蹟
を
録
し
た
ア
ビ

ド
ス
の
碑
銘
も
同
じ
様
な
る
弊
を
俘
っ
て
居
る
ご
考
へ
ら

れ
る
。
㈱
カ
デ
ツ
シ
ユ
（
潟
銭
①
昏
）
の
戦
を
歌
っ
た
ペ
ン

タ
ウ
ル
の
詩
（
℃
o
。
ヨ
。
幽
℃
①
馨
9
舞
）
働
は
筆
を
弄
し
た
所

は
詩
こ
し
て
許
容
す
る
こ
し
て
も
、
ラ
ム
セ
ス
ニ
世
が
、

ケ
タ
（
溶
一
お
寅
）
王
ケ
タ
サ
ル
（
漏
ゲ
簿
器
舞
）
こ
の
條
約
に
於

て
、
窟
ら
を
埃
及
の
大
な
る
支
配
者
、
彼
を
ヶ
タ
の
大
會

長
ご
呼
ぶ
差
が
あ
る
も
の
、
、
爾
者
は
防
禦
同
盟
を
結
び

　
　
　
　
古
代
埃
及
人
の
歴
史
襯
芒
艶
錐
定
に
就
い
て
　
（
岡
島
）

亡
命
者
の
引
渡
、
移
．
民
の
逡
還
等
賂
，
同
等
で
あ
っ
て
、
働
決

し
て
ラ
ム
セ
ス
ニ
世
が
「
捕
虜
ご
し
て
レ
テ
ヌ
（
即
①
8
欝
ε

の
酋
長
を
拉
し
、
ヶ
タ
の
地
を
破
砕
し
、
縦
横
に
馳
騙
し

て
大
に
敵
を
殺
濡
し
た
。
」
働
ご
誇
り
氣
に
記
録
せ
し
め
て

居
る
の
を
ば
そ
の
儘
受
け
容
れ
ら
れ
す
、
大
に
割
引
し
て

考
へ
ね
ば
な
ら
な
い
。

（同

n
）
　
に
嵩
毬
8
斜
ト
ま
δ
一
漏
拶
0
8
乙
。
・
o
h
周
G
Q
毛
び
く
。
一
・
口
Ω
昌
0
9
G
。
c

　
　
　
お
8
吻
ま
O
占
q

　
（
卜
3
0
）
　
H
玄
9
吻
霞
幽
鼠
。
。

（ゆ

ｯ
）
　
H
銘
9
吻
ま
O

　
（
ゆ
b
コ
）
　
H
σ
達
吻
H
巳
』
O
圃

　
（
に
G
ゆ
）
　
H
ぼ
α
●
吻
¢
D
鎗

　
　
　
鑑
。
話
f
ズ
。
冨
。
酔
U
一
㊦
舞
α
．
国
讐
管
9
℃
ρ
「
♂
お
緩
ワ
ら
G
o

　
（
－
o
み
）
　
ゆ
巴
2
忽
①
0
》
琴
ご
回
貯
舛
0
8
乙
切
。
軌
繹
遷
f
Ω
回
一
瞬
σ
q
切
冨
8

　
　
　
！
、
o
劉
H
H
吻
㊤
G
O
掛
吻
⑩
㊤
H
1
9
吻
H
8
0
』
“
吻
H
O
O
ρ
吻
ざ
H
O
』

　
（
に
U
）
　
困
玄
9
ぎ
ピ
H
H
H
・
吻
q
◎

　
（
情
O
）
　
さ
乙
9
吻
錯
む

　
（
駆
9
刈
）
　
目
σ
置
●
吻
談
り
吻
U
O
l
刈

　
（
b
。
G
6
）
　
同
び
…
9
㈲
綴

　
（
悼
㊤
）
　
H
σ
葬
⑳
軌
G
。
と
吻
転
筆

　
（
。
。
O
）
　
H
び
三
脚
鋒

　
　
　
　
　
　
第
十
五
巷
第
一
號
　
　
七
三

（　ei　3　）



（
c
。
H
）

（¢Q

堰
j

（こ◎

モp

j
（魯。

H
）

（cゆ

O
）

（。。

n
）

（・、

g
）

　
古
代
埃
及
人
の
歴
史
槻
ぜ
記
録
ぜ
に
就
い
て
　
（
岡
島
）

H
げ
闘
鳥
●
吻
詔
矯
吻
霰

H
び
苓
吻
8

冒
凱
q
吻
コ
恥

切
ρ
（
而
ρ
緊
韓
ω
8
陽
冒
国
σ
q
繁
讐
貯
炉
目
b
乱
8
同
Q
。
㊤
α
唱
．
鵠
H
溶

出
窩
£
ρ
国
σ
Q
毛
号
躍
男
㊦
銭
ぱ
口
α
。
ゆ
o
o
ぎ
目
。
＆
o
μ
H
o
。
8
℃
・
H
。
。
に
1
禽

bd

T
O
｝
ポ
卿
》
日
げ
Φ
男
0
8
乙
切
。
「
簿
⑦
℃
器
峰
く
。
剛
●
H
H
H
目
。
鐸
（
δ
＝

H
o
D
Q
D
H
宰
“
轍

ゆ
話
霧
斤
＆
》
》
殺
ぎ
”
旨
男
o
o
o
鼠
脆
o
m
同
α
q
壱
け
く
。
／
H
コ
・
O
玄
。
夷
o

H
㊤
8
吻
¢
。
c
。
7
き

目
駕
島
．
吻
G
Q
お
も
H

H
ぴ
達
．
励
ψ
。
潟

　
五

　
「
第
二
十
王
朝
に
入
っ
て
ラ
ム
セ
ス
三
世
（
履
舞
統
⑦
ω
日
）

の
年
代
記
も
亦
前
車
の
轍
を
踏
む
ご
さ
れ
る
が
、
彼
の
治

世
に
な
つ
淀
紳
殿
の
財
政
並
に
財
産
目
録
が
、
ハ
ジ
ス
・
バ

ビ
ル
ス
文
書
（
笛
9
践
ω
℃
巷
旨
霧
）
ε
繕
せ
ら
れ
て
居
る
。

甚
だ
詳
細
に
記
述
せ
ら
れ
て
あ
る
が
、
此
を
論
ず
る
こ
ご

は
自
分
の
力
が
到
底
及
ば
な
い
か
ら
一
、
二
の
塞
考
書
を

暴
げ
る
に
止
め
る
。
㈹
又
内
房
（
出
碧
2
6
）
に
於
け
る
陰
謀

に
饗
す
る
記
銀
が
あ
り
、
特
別
に
裁
判
官
が
任
命
さ
れ
、

　
　
　
　
　
　
第
十
五
巻
　
第
「
號
　
　
　
七
四

審
問
を
重
ね
て
罪
科
を
定
め
ら
れ
威
罰
に
ま
で
及
ん
で
居

る
。
鋤
こ
れ
は
大
に
精
細
の
度
が
壇
し
、
記
述
に
も
正
確

が
期
せ
ら
れ
た
様
で
あ
る
○

　
後
、
こ
の
王
朝
の
勢
威
衰
ヘ
ラ
ム
セ
ス
九
世
に
至
っ
て

は
、
溌
季
の
世
ご
云
ふ
べ
き
か
、
陵
墓
盗
掘
が
頻
々
ご
行

は
れ
た
ε
見
え
、
之
に
書
す
る
記
録
が
、
ア
ボ
ッ
ト
（
〉
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み

一
）
び
。
ε
㈲
及
び
ア
ム
ハ
ー
ス
ト
（
〉
三
び
。
『
。
。
叶
）
鋤
等
の
バ
ビ

　
ル
ス
文
書
に
あ
る
。

　
ラ
ム
セ
ス
十
二
世
の
治
世
に
エ
ナ
モ
ン
（
≦
2
歪
ご
。
巳

＼、

ﾌ
報
告
が
あ
る
。
當
時
外
國
に
謝
し
て
威
信
を
失
し
だ
る

／
埃
及
の
使
臣
の
窮
境
が
窺
は
れ
る
。
即
ち
往
途
盗
難
に
遷

ひ
、
辛
じ
て
目
的
地
に
達
し
た
が
、
王
命
た
る
船
舶
用
木
材

を
得
る
交
捗
容
易
に
進
ま
す
、
漸
く
果
し
て
穿
る
さ
風
波

の
た
め
に
ア
ラ
シ
ヤ
（
≧
9
舞
）
〔
現
今
の
9
懸
垂
ご
推
定

さ
る
〕
に
漂
着
す
る
等
の
記
蓮
が
あ
る
。
鵬
こ
れ
自
已
の

立
場
を
述
べ
て
復
命
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
勢
ひ
肖
己
を

庇
ふ
所
が
あ
る
べ
き
も
、
概
し
て
眞
劒
に
記
録
さ
れ
て
居

（7G）



る
。

　
第
二
十
一
王
朝
に
木
乃
伊
修
復
の
記
鋒
が
多
い
の
は
依

然
こ
し
て
盗
掘
の
行
は
れ
旋
の
を
物
語
り
。
第
二
十
二
以

下
三
生
朝
の
興
壌
は
残
さ
れ
た
多
く
の
碑
石
あ
琶
Φ
）
で
知

ら
れ
る
。
省
ナ
イ
ル
の
水
準
を
録
し
た
も
の
が
二
十
二
王

朝
乃
至
二
十
五
王
朝
に
亘
っ
て
あ
る
が
、
㈹
こ
れ
は
他
日

の
機
會
に
護
る
こ
ご
に
す
る
。
次
い
で
第
こ
十
六
王
朝
に

於
て
埃
及
人
の
勢
力
復
活
す
る
か
ご
見
え
た
が
、
こ
れ
夕

陽
の
一
時
紅
に
塞
を
染
む
る
華
や
か
さ
に
過
ぎ
な
い
で
、

迫
り
來
る
闇
の
前
に
や
が
て
滑
え
行
く
如
く
、
多
く
の
記

録
は
こ
の
王
朝
及
び
そ
の
後
に
あ
る
も
、
そ
の
記
述
の
形

式
内
容
に
優
れ
た
も
の
が
見
當
ら
な
い
様
で
あ
る
。

（。。
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j
　
切
器
器
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鼻
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p
。
…
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簿
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0
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門
（
甜
。
筋
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讐
で
F
く
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｝
●
H
＜
Ω
膏
盤
。

　
　
　
巴
8
吻
観
望
邑
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ポ
冥
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・
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ぎ
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贋
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尉
㈹
毛
二
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曽
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三
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団
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門
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鴨

　
　
　
費
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口
⑦
碍
口
。
肋
力
⇒
ヨ
器
。
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H
目
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H
b
コ
合
箒
同
o
D
ざ

　
　
　
蟹
9
ご
d
鐸
【
§
欝
謬
。
二
戸
飼
℃
⇔
題
＝
誘
φ
霞
二
。
。
”
＜
団
。
一
崔
ρ
H
o
。
g
。
』
っ
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閨
j
　
響
。
塁
塞
ご
》
コ
簿
。
幕
ヵ
0
8
a
切
。
「
国
㈹
毛
け
く
。
閂
昌
く
Ω
首
夷
。

　
　
　
H
8
の
吻
μ
障
占
。
。

古
代
埃
及
入
の
歴
史
槻
単
品
簸
ミ
に
就
い
て
　
（
岡
島
）

（摂

n
）
　
H
謀
畠
．
瞼
軌
O
㊤
凸
徴

（
自
）
　
H
σ
｝
阜
吻
器
⑰
鼠
困

（
幽
挿
）
　
H
窪
二
一
ま
ゲ
露

（
躊
）
、
H
囹
弐
・
吻
へ
6
斜
物
課
沖
田
謬
叩
W
曽
吻
G
。
o
σ
軌

　
　
　
　
六

　
要
す
る
に
古
代
埃
及
人
は
歴
史
に
關
し
て
十
分
な
る
注

意
を
彿
は
す
、
寧
ろ
之
を
思
ひ
及
ば
な
か
っ
た
所
で
あ
っ

て
、
プ
ン
ぜ
ン
（
ヒ
d
霧
の
雲
）
が
「
涯
界
の
主
、
北
方
の
征

服
者
、
南
方
の
鎭
撫
者
、
総
て
汚
れ
だ
者
、
敵
の
破
壊
者

の
如
き
大
袈
裟
な
文
句
で
、
歴
史
事
實
を
つ
ま
ら
な
い
、

出
委
せ
の
も
の
、
影
に
没
し
把
の
で
あ
る
。
」
ω
ご
述
べ
た

通
り
で
あ
る
。
記
録
に
就
い
て
は
時
代
の
下
る
ご
共
に
詳

細
に
秩
序
立
っ
て
居
る
も
の
が
増
し
は
す
る
が
、
時
に
は

宗
激
上
の
観
念
に
制
せ
ら
れ
、
時
に
は
自
ら
が
功
蹟
を
誇

欝
す
る
事
に
急
で
あ
っ
た
。
し
か
も
時
日
を
明
示
す
る
こ

ご
は
夙
に
行
は
れ
、
勅
倉
、
裁
鋼
、
復
命
等
可
成
り
正
確

を
期
し
た
も
の
が
新
王
國
以
後
に
は
存
す
る
の
で
あ
る
。

　
永
く
氾
濫
、
減
水
、
を
繰
返
し
灌
漉
し
た
二
ー
ル
あ
長

　
　
　
　
　
　
第
十
五
巻
　
第
一
號
　
　
　
七
五

（　rt　5）

　略



　
　
　
　
明
治
初
年
の
宗
敏
的
農
民
一
揆
　
（
黒
正
）

流
は
、
　
一
見
何
等
攣
化
獲
展
な
き
が
如
き
で
あ
る
も
、
悠

久
の
太
古
よ
り
流
せ
る
泥
沙
は
堆
積
し
て
、
埃
及
國
土
そ

の
も
の
さ
へ
賜
こ
し
、
・
・
、
シ
シ
ッ
ピ
ー
に
到
底
比
す
べ
か

ら
ざ
る
程
度
に
、
徐
々
だ
り
な
が
ら
河
ロ
に
三
角
洲
を
登

逡
せ
し
め
た
。
斯
の
如
く
こ
の
河
碑
に
住
す
る
古
代
埃
及

入
の
宗
一
滴
は
常
に
一
定
不
墾
の
様
で
あ
り
、
歴
史
槻
な

第
十
五
巷
第
一
號

七
六

る
も
の
殆
ん
こ
な
か
っ
た
が
、
彼
等
の
遽
し
た
二
黒
に
は

縦
し
や
輝
々
た
り
ご
は
云
へ
、
流
石
に
長
き
年
月
の
間
に

は
遷
化
遅
筆
を
一
方
づ
け
得
る
の
で
あ
る
Q

（
段
）
　
三
遷
器
ジ
岡
㈹
）
．
冥
．
。
・
算
δ
o
ぎ
q
島
く
。
冨
匙
団
算
。
蔓
ぎ
r
困
凱

　
　
　
い
。
銭
8
H
G
。
＄
や
岡
O
H

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
四
年
十
二
月
一
日
稿
）

明
治
初
年
の
宗
教
的
農
民
一
揆

黒

正

巖

（76）

　
　
　
　
一
　
緒
　
　
　
言

　
徳
川
幕
政
の
中
期
以
後
、
武
士
の
封
建
的
統
制
力
の
弛

緩
す
る
に
伴
ひ
、
農
民
は
そ
の
精
紳
的
纒
濟
的
苦
痛
に
耐

え
か
ね
て
、
絶
望
的
な
る
反
抗
運
動
を
企
つ
る
事
照
々
多

き
を
加
ふ
る
に
至
っ
た
。
徳
川
時
代
を
瓶
じ
て
恐
ら
く
六

百
件
以
上
も
あ
ら
う
ご
察
せ
ら
る
、
百
姓
一
揆
の
大
牢
は

凡
そ
西
紀
千
七
百
年
（
寳
永
年
聞
）
以
後
に
属
し
、
幕
末

に
近
く
に
從
ひ
楼
生
回
歎
が
加
蓮
度
鮒
に
増
加
し
，
慶
癒

二
年
に
は
實
に
十
七
回
の
多
き
に
達
し
た
が
、
愈
々
幕

府
崩
壊
の
断
末
魔
に
喘
ぐ
慶
癒
三
年
越
は
、
天
下
を
睾
げ

て
革
命
的
恐
怖
歌
態
に
隔
り
し
を
以
て
、
さ
す
が
に
農
民

共
は
百
姓
鳳
揆
な
ご
を
写
す
の
除
裕
は
な
く
、
從
っ
て
百


